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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 

（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分） 
 

※注意１※ 細かい支給要件が国で決められているため、必ずしもこのフローチャートで支給が決定するもの 

ではありません。 

※注意２※ 既に支払済の『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）』

の支給対象となっている児童については、この給付金の対象ではありません。 

※注意３※ 本給付金は同一の児童について重複して受給できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～令和３年４月以降～ 
まず始めにご確認ください 

児童手当の 

対象児童がいますか？ 

特別児童扶養手当の 

対象児童がいますか？ 

① へ 

② へ 

③ へ 

高校生の児童を 

養育していますか？ 

給付金を受給できる 

対象児童がいません。 

はい 

はい 

はい 

※令和４年２月２８日までに生まれた児童の場合は、 
 をご覧ください。 

※高校生（生年月日：Ｈ15.4.2～Ｈ18.4.1） 

① 児童手当の対象児童を養育している場合 

受給者の令和３年度の 

住民税（均等割）は非課税 

ですか？ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

令和３年１月以後に新型コロナウイルス

感染症の影響で収入減少し、非課税相当

の年間収入見込（表Ａを参照）ですか？ 

いいえ 

【 申 請 不 要 】 
児童１人あたり一律５万円の給付金が支

給されます。 

（他に養育している高校生と特別児童扶

養手当の対象児童の分も申請不要です。） 

はい 

支給対象者ではありません。 

いいえ 

家計急変者【申請が必要です】 
※申請方法・添付書類を確認して、お

手続きください。支給については、審

査によって決定します。 

※受給者が公務員の場合は、受給者の令和３年度の住民税

（均等割）は非課税の場合も申請が必要です。 

① 

はい 
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② 特別児童扶養手当の対象児童を養育している場合 

受給者の令和３年度の 

住民税（均等割）は非課税 

ですか？ 

令和３年１月以後に新型コロナウイルス

感染症の影響で収入減少し、非課税相当

の年間収入見込（表Ａを参照）ですか？ 

いいえ 

【 申 請 不 要 】 
児童１人あたり一律５万円の給付金が支

給されます。 

※ほかに高校生の児童がいる場合は、その 

児童についてのみ③の申請が必要です。 

はい 

支給対象者ではありません。 

いいえ 

家計急変者【申請が必要です】 
※申請方法・添付書類を確認して、お

手続きください。支給については、審

査によって決定します。 

③ 高校生以上の児童のみを養育している場合 

主たる生計維持者の 

令和３年度の住民税（均等割） 

は非課税ですか？ 

令和３年１月以後に新型コロナウイルス

感染症の影響で収入減少し、非課税相当

の年間収入見込（表Ａを参照）ですか？ 

いいえ 

【申請が必要です】 
※申請方法・添付書類を確認して、お

手続きください。支給については、審

査によって決定します。 

はい 

支給対象者ではありません。 

いいえ 

家計急変者【申請が必要です】 
※申請方法・添付書類を確認して、お

手続きください。支給については、審

査によって決定します。 

はい 

はい 
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表Ａ 
※児童の主たる生計維持者（父または母などのうち収入が 

高い人）の収入を確認してください。 

 


